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はじめに 

 

 「規制改革・民間開放推進３か年計画」（平成１６年３月閣議決定）におい

て各府省が平成１６年度から規制影響分析を試行的に実施すべきとされる等、

規制の社会への影響を分析し、規制の設定または改廃にかかる意見提出手続き

（以下パブリック・コメント手続き）等を通じて国民に情報を提供することが

求められている。また、文部科学省の所管する教育、科学技術・学術等の分野

において、規制の費用・規制の便益などの評価の手法を開発することが必要で

ある。さらに、海外に目を向けると、イギリスやアメリカ等では規制の政策評

価の取り組みは盛んであり、確固たる制度上の位置づけが与えられている。 

 

これらを受け、文部科学省では、「平成１６年度文部科学省政策評価実施計

画」（平成１６年３月、文部科学大臣決定）に基づき、平成１６年度に規制に

関する評価を試行的に実施した。 

 

（１）評価の対象について 

平成１６年度については、平成１６年１０月１日から平成１７年３月３１日

までに行われる法令に基づく規制の新設又は改廃のうち、社会的影響の大きい

ものを対象として事前評価を実施することとし、具体的には以下の４政省令、

９件について実施した。 

○ 著作権等管理事業法施行規則の一部を改正する省令 

・著作権等の管理業務を行う承認ＴＬＯ等に対する著作権等管理事業法に基

づく規制 

○ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を

改正する政令及び法律施行規則の一部を改正する省令 

・ 医療分野における規制の合理化 

・ 放射性同位元素等の移動使用の対象と使用目的の追加 

・ 特定設計認証制度の対象となる放射性同位元素装備機器の指定 

・ 施設検査、定期検査の対象の見直し等 

・ 定期確認の期間 

・ 定期講習の対象及び期間 

○ 学校教育法施行規則の一部を改正する省令 

・ 高等学校における学校外の学修等の認定可能単位数拡大 

・ 高等学校卒業程度認定試験合格科目の単位認定の対象の拡大 

 

（２）評価の方法について 

 評価をする際は、特に以下の 2点について明確になるよう分析を行った。 

○規制の便益（リスクを含む） 
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規制を新設・強化することにより得られると見込まれる便益、又は規制

を廃止・緩和することにより軽減されるコストについて、直接便益（注１）、

社会便益（注２）の別に留意しながら、定量的、定性的に評価した。また

規制を新設・改廃することにより軽減することができると見込まれるリス

ク（注３）についても評価した。 

 

（注１）規制実施の効果として、規制対象者に発生する便益 

（注２）規制実施の効果として、社会全体に及ぼす便益 

（注３）ある特定の状況で損害を引き起こす危険要因、損害や害が生じる可能性の

こと。 

 

○規制の費用（規制実施による行政コスト、遵守コスト、社会コスト等） 

当該規制を新設・改廃することにより見込まれる費用について、行政コ

スト（注４）、遵守コスト（注５）、社会コスト（注６）の別に留意しな

がら、定量的又は定性的に評価した。 

 
（注４）規制を導入することにより直接発生する、政府の規制運用のための費用（事

業予算、行政担当者の人件費、政府側の機会費用等） 

（注５）規制を遵守するために規制対象者（法人・一般国民等）が負担しなければ

ならない費用（法人等における担当者の人件費、規制官庁への申請・報告の

ための費用、法人内の制度変更・普及啓発・遵守状況の把握のための費用、

法人側の機会費用等） 

（注６）規制制度の運用により波及的に社会全体が負担しなければならない費用（自

然環境への負荷、社会的利便性への負荷） 

 

また、想定できる他の代替手段の便益および費用との比較考量や、規制を見

直す条件、レビューを行う時期についても評価票に記載した。 
 

（３）評価票の公表について 

作成した規制評価票案は、政省令案のパブリック・コメント手続きにおける意

見の募集に合わせて公表した。 

また、評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、学識経験者等を構成員

とする「政策評価に関する有識者会議」（座長：古賀正一・（株）東芝常任顧

問）の委員各位より助言を頂いた。 

本評価書は、文部科学省政策評価会議（議長：事務次官）において決定した

後、文部科学省のホームページ等を通じて公表する。 
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①規制の名称 著作権等の管理業務を行う承認ＴＬＯ等に対する著作権等管理事業法に基づく規制
（法令名） （著作権等管理事業法施行規則の一部を改正する省令）

②主管課及び （主管課）文化庁長官官房著作権課（課長：吉川晃）
関係課 （関係課）研究振興局研究環境・産業連携課（課長：根本光宏）
(課長名)

③施策目標及び 施策目標８－３ 文化振興のための基盤整備
達成目標 達成目標６－１ 産業を通じた研究開発成果の社会還元の推進

④規制の概要 承認ＴＬＯ等の国等の研究機関における技術に関する研究成果を移転させるための
機関（以下「技術移転機関」という ）と、当該機関にプログラム等の著作権等を管理。
させる契約を締結する委託者が （ア）受託者の事業の方針の決定に対して重要な影響、
を与えることができるもの、又は（イ）大学等における技術に関する研究成果の民間
事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項の承認若しくは同法第十二条第一項
若しくは第十三条第一項の認定を受けた者と管理委託契約を締結するものである場合
における著作権等の管理業務を、著作権等管理事業法に基づく登録の対象とし、同法
に基づく以下の義務を課すこととするもの。
ⅰ）管理委託契約約款の文化庁長官への届出義務（第１１条）
ⅱ）管理委託契約約款の委託者しようとする者への説明義務（第１２条）
ⅲ）使用料規程の文化庁長官への届出義務（第１３条）
ⅳ）使用料規程の文化庁長官への届出の受理後３０日間の実施禁止（第１４条）
ⅴ）管理委託契約約款及び使用料規程の公示義務（第１５条）
ⅵ）利用者許諾の拒否の制限（第１６条）
） （ ）ⅶ 利用者への取扱っている著作物等に関する情報等の提供の努力義務 第１７条

ⅷ）財務諸表等の備付け等の義務（１８条 、等）

⑤規制の必要性 大手株式会社の技術移転事業参入や承認ＴＬＯ等による特定大学技術移転事業以外
の事業の多様化等、今後様々な形態の技術移転機関が現れることが予想されることに
かんがみ、一任型により行われるプログラム著作物等に係る④の著作権等の管理業務
を著作権等管理事業に該当することとし、著作権等管理事業法に基づく管理事業者に
対する各種の義務を課すことにより、著作権又は著作隣接権の管理を委託する者を保
護するとともに、著作物等の利用の円滑化を図る必要があるため。

⑥規制の便益分 技術移転機関が行う④の著作権等の管理業務について、④のⅰ）～ⅷ）までの義務
析（リスク分 が課されること、及び文化庁長官による適切な指導監督が実施されること等により、
析を含む） 以下の便益が見込まれる。

ア）著作権等を委託する者のリスク低下
・登録制の実施により、管理事業者について他人の財産を管理するための一定の
組織的・経理的基盤が確保され、また、他人の財産を管理することが明らかに不
適格である者の参入が阻止される。
・管理委託契約約款の作成・公示義務が課せられるため、著作権等を委託しよう
とする者が、契約期間、収受した使用料の分配方法、受託者の報酬等の管理委託
契約の内容について予見可能となる。
・利用の許諾の拒否の制限が課せられることにより、管理事業者が恣意的に利用
許諾を拒絶できなくなるため、本来利用許諾を積極的に行うことによりなるべく
多くの使用料を徴収してもらうことを期待して委託している委託者の利益が保護
される。
・財務諸表等の備付け及び閲覧等の義務が課されることにより、委託者が管理事
業者の管理事業に係る会計処理や事業概要を把握することができることとなる。
・委託者の利益を害する事実があると認めるときは、文化庁長官が業務改善命令
を下すことができることとなる。

イ）著作物等の利用の円滑化
・使用料規程の作成・公示義務が課されることにより、管理事業者による恣意的
な使用料設定が防止され、いくら支払えば著作物等を利用できるかについて利用
者が予見可能となる。
・管理事業者に対し、使用料規程を制定又は変更しようとする際の利用者又は利
用者団体からの意見聴取の努力義務が課されるため、使用料について利用者等の
意見が反映されやすくなる。
・使用料規程上の額を超えた使用料の請求が禁止されているため、管理事業者に
よる恣意的な使用料の徴収が防止される。
・文化庁長官に届出られた使用料規程について受理後３０日間の実施禁止期間が
設けられているため、利用者の周知期間・準備期間が確保され、また、その実施
前に文化庁長官がその内容が著作物等の円滑な利用を阻害するものではないかを
判断するために必要な期間が確保され、そのおそれがあるときは、管理事業者に
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対し適切な処分が行いうることとなる。
・利用の許諾の拒否の制限が課せられることにより、管理事業者が恣意的に利用
許諾を拒絶できなくなるため、代替性の低い場合が多い著作物等についての利用
者の利益保護が図られる。
・情報提供の努力義務が課されることにより、どの管理事業者がどの著作物等の
いかなる利用方法を取扱っているかを知りたいという利用者ニーズに応えること
となる。
・利用者の利益を害する事実があると認めるときは、文化庁長官が業務改善命令
を下すことができることとなる。

という便益が見込まれる。

⑦規制の費用分 以下のようなコストが見込まれる。
析（規制実施 ・行政コスト
による行政コ ④の管理業務であっても、管理事業法第二条により使用料額の決定権が委託者に
スト、遵守コ ある場合（非一任型）は規制の対象外であること（技術移転機関がプログラムの著

） 、スト、社会コ 作物等の管理を行う場合は一般的には非規制の非一任型により行われること から
スト等） 改正により、新たに多数の事業者が登録するとは考えにくいため、制度設計・維持

経費、制度運営のための人件費は現状と同様と考えられる。

・遵守コスト
、 、 、平成１６年１０月現在 承認ＴＬＯが 機関 認定ＴＬＯが２機関となっており38

現在著作権等管理事業を行っている機関はない。今後著作権等管理事業を行うこと
が見込まれる機関数は未知数であるが、同事業を実施した場合については、各機関
ごとに以下の遵守コストの発生が見込まれる。

ⅰ）登録に際して求められる以下の申請書類及び添付書類の作成コスト
・登録申請書
・登記簿謄本（法人の場合）
・総会の議事録等（人格なき社団の場合）
・定款又は寄付行為
・貸借対照表
・役員の住民票の写し
・役員が「成年被後見人又は被保佐人」又は「破産者で復権を得ないもの」に該
当しない旨の官公署の証明書（本籍地の地方自治体が発行）

・役員の履歴書
ⅱ）登録免許税９万円が必要（登録免許税法）
ⅲ）登録に要する処理期間（標準処理期間３週間）中の機会費用
ⅳ）使用料規程の届出（変更の届出を含む ）をした管理事業者は、文化庁長官が当。
該届出を受理した日から３０日を経過するまでの間は、当該届出に係る使用料規

、 、程を実施できないため 特に新規の管理事業者は使用料規程の受理後３０日間は
著作権等管理事業を実施することができないため、機会費用が生じる。
ⅴ）その他、著作権等管理事業法第６条に規定する、著作権等管理事業を営むため
の登録要件を遵守するための費用、④に掲げる各種義務履行のためのコスト（違
反した場合の罰金のための費用を含む）が想定される。
これらの遵守コストは、既に登録を受けたその他の著作権等管理事業者も負担し

ているものであり、許可ではなく登録ということも考慮すると、そのコストは低い
ものと考えられる。

・社会コスト
著作権及び著作隣接権を扱う特定大学技術移転事業者に対する規制が技術移転の

推進に与える影響については、現在著作権等の技術移転事業の実績がなく、ＴＬＯ
の主たる業務である特許等の技術移転事業と比べ、著作権等管理事業の登録のため
の負担が過大となることはないと考えられること、登録制という負担の少ない制度
であること等の事情から、著作権等管理事業の登録が技術移転の推進を阻害する要
因とはならないと考えられる。
また、営利を目的としない法人における技術に関する研究成果に係るプログラム

等の著作物等の社会全体における利用の促進については、当該事業が著作権等管理
事業法の規制の対象となるとしても、同法の規制は登録制であり、登録要件を満た
していれば参入できること、著作物等の利用の円滑化のための一定の措置が講じら
れることから、本規制を課すことがプログラム等の著作物等の社会全体における利
用にあたっての支障とはならず、社会コストは上昇しないと考えられる。

上記⑥及び⑦の便益・費用を総合的に勘案し、文化庁長官への登録を要することとす
ることが合理的と判断。

⑧想定できる代 代替手段としては、現行制度の維持（非規制的手段）があるが、現行制度を維持す
替手段との比 る場合には、登録のための遵守コストは発生しない一方、登録制を取ることにより社
較考量 会的便益が得られる。登録の際の行政コストと社会コストは大きくなく、現行制度の
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維持の場合とそれほど差異がないと考えられることから、登録による遵守コストと社
、 。会的便益を比較考量し 文化庁長官への登録を要することとすることが合理的と判断

⑨規制を見直す 施行から３年後に、施行状況等を勘案し、必要がある ⑩レビューを行う時期
条件 と認めるときは、施行規則について検討を加え、その結

果に基づき必要な措置を講じる。 施行から３年後

⑪備考 法令等の制定時期：平成１６年１２月末頃



技術移転機関が行う著作権等の管理について技術移転機関が行う著作権等の管理について

○一任型の管理 ：著作物等の使用料額を受託者（技術移転機関）が決定することとされ
ているもの。
○非一任型の管理 ：著作物等の使用料額を委託者が決定することとされているもの。

規則改正後
非一任型の管理 一任型の管理

承
認
Ｔ
Ｌ
Ｏ

認
定
Ｔ
Ｌ
Ｏ

そ
の
他

受託者の事業の方針の決定に対して
重要な影響を与えることができるもの。

非一任型の管理 一任型の管理
①委託者が、受託者の親会社等であるもの。
②委託者が、受託者の役員であるもの。
③委託者が、受託者が会社である場合にお
ける自然人たる主要株主（（発行済株式の
総数又は出資の総額の100分の10以上の
株式又は出資を所有している者をいう。） ）

であって、当該受託者の財務及び営業又は
事業の方針の決定に対して重要な影響を与
えることができるもの。
④委託者が、②③に掲げる者の親族又はそ
れに準ずる密接な人的関係を有するもの。

現行制度

承
認
Ｔ
Ｌ
Ｏ

認
定
Ｔ
Ｌ
Ｏ

そ
の
他

（著作権等の管理の実態なし）

著作権等管理事業法の

規制なし

規制あり

①委託者が、受託者の親会社等であるもの。
②委託者が、受託者の役員であるもの。
③委託者が、受託者が会社である場合にお
ける自然人たる主要株主（（発行済株式の
総数又は出資の総額の100分の10以上の
株式又は出資を所有している者をいう。） ）

であって、当該受託者の財務及び営業又は
事業の方針の決定に対して重要な影響を与
えることができるもの。
④委託者が、②③に掲げる者の親族又はそ
れに準ずる密接な人的関係を有するもの。

6
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①規制の名称 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
（法令名） 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正す

る省令

②主管課及び 科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室（室長：小原薫）
関係課

③施策目標及 施策目標４－６ 原子力分野の研究・開発・利用の推進
び達成目標 達成目標 該当なし

④規制の概要 （１）医療分野における規制の合理化
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の適用対象から、以下を

除外する。
①医薬品の原料又は材料（薬事法の製造所に存するもの）
※放射性医薬品については、従来から適用対象外。

②病院又は診療所において行われる治験の対象とされる薬物
③これらの他に病院又は診療所において医療を受ける者に投与されるもの（院内製
剤）

（２）放射性同位元素等の移動使用の対象と使用目的の追加
放射性同位元素等の使用の場所の変更の都度、許可を要さず、届出で足りること

とする放射性同位元素等の範囲、使用目的を拡大する。

改正案 現行

放射性同 対象 A1値 ただし、A1値が3TBqを 同位元素の種類を問わず、一律＊

位元素 超える同位元素又は制限のない 370GBq
同位元素については3TBq

目的 物の組成の調査を追加 非破壊検査、物の密度･質量の調
査等

放射線発 対象 発生する放射線のエネルギーの 放射線発生装置について許可を
生装置 大きさが、4メガエレクトロンボ 要さず、移動使用できる規定な

ルト（4MeV）以下の直線加速装 し
置

目的 橋梁・橋脚の非破壊検査

対象 15Mev以下のコッククロフト・ワ
ルトン型加速装置

目的 資源探査のための地下検層
＊

A1値（標準的な放射性同位元素等の輸送形態であるＡ型輸送物に収納すること
ができる放射性同位元素等の数量の限度。同位元素の種類ごとに定められてい
る ）。

（安全確保のための措置）
この改正では、管理区域の設定や放射線管理等の安全確保の措置は、従来どおり

義務付けられる。ただし、許可を受けた使用施設外で使用できる対象機器の範囲が
、 、 、広がるため この改正によって 放射線利用の安全性が損なわれることのないよう

使用の基準に以下の事項を追加する。
・400GBq以上の放射性同位元素を装備する放射性同位元素装備機器の移動使用をす
る場合には、当該機器に放射性同位元素の脱落を防止するための装置が備えられ
ていること。

・放射性同位元素又は放射線発生装置の移動使用をする場合には、放射線発生装置
については第１種放射線取扱主任者免状を有する者を、放射性同位元素装備機器
については第１種放射線取扱主任者免状又は同項第２号の第２種放射線取扱主任
者免状を有する者の指示の下で行うこと （当分の間は、370GBq以下の放射性同位。
元素については、第３種放射線取扱主任者免状を有する者又はガンマ線透過写真
撮影作業主任者の指示でもよいこととする ）。

（３）特定設計認証制度の対象となる放射性同位元素装備機器の指定
昨年６月に公布された放射線障害防止法一部改正法において新設された特定設

計認証制度に関して、特定設計認証を受けることができる機器として以下
のものを指定する。
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①煙感知器
②レーダー受信部切替放電管
③その他その表面から１０ｃｍ離れた位置における最大線量当量率が１μＳｖ／ｈ
以下のものであつて文部科学大臣が指定するもの（集電式電位測定器及び熱粒
子化式センサ）

（特定設計認証制度導入の背景）
放射線障害防止法の規制対象下限値を、国際原子力機関（IAEA）等が定めた国

際標準に準拠したものに変更したことに伴い、従来、規制の対象となっていなか
った放射性同位元素の数量の少ない放射性同位元素を装備した機器についても、
規制の対象となることとなった。これらの機器は、一般の建物、船舶、航空機等
に用いられており、安全に使用されてきた実績等を踏まえ、特定設計認証制度を
新たに導入した。

※特定設計認証制度：放射線障害のおそれが極めて小さいものとして政令で定める
ものについては、放射性同位元素装備機器の製造業者等が予め各々の機器の設計
について、特定設計認証を受けることで、安全性を損なわずに、それら放射性同
位元素装備機器の個々の使用者に過大な法的義務を課すことなく、従来のとおり
放射性同位元素装備機器の利用が行える制度。特定設計認証を受けた放射性同位
元素装備機器には、法令で定められた表示を付すことができ、表示を付されたも
のは表示付特定認証機器として上記の法的義務が緩和される。

（４）施設検査、定期検査の対象の見直し等
施設検査及び定期検査の対象を以下のように見直す。

改正案 現行

施設検査 (密封された放射性同位元素） (密封された放射性同位元素）
を必要と ・１個（１台）で10ＴＢｑ以上
する使用 ・貯蔵能力が10ＴＢｑ以上 ・貯蔵能力が３７ＴＢｑ以上
・貯蔵等 （密封されていない放射性同位元 (密封されていない放射性同位元
数量 素） 素）

・下限数量の10万倍以上 ・貯蔵能力740ＭＢｑ以上

定期検査 同上 (密封された放射性同位元素）
を必要と ・貯蔵能力が111ＴＢｑ以上
する使用 (密封されていない放射性同位元
・貯蔵等 素）
数量 ・貯蔵能力740ＭＢｑ以上

※放射線発生装置を使用する者、許可廃棄業者は、従来どおり施設検査及び定期
検査の対象

（５）定期確認の期間
昨年６月に公布された放射線障害防止法一部改正法において新設された定期確

。認制度に関して確認を受けなければならない期間を定期検査と同じ期間に定める

○密封された放射性同位元素を使用する特定許可使用者 ５年ごと
○放射線発生装置を使用する特定許可使用者 ５年ごと
○密封されていない放射性同位元素を使用する特定許可使用者 ３年ごと
○許可廃棄業者 ３年ごと

※定期確認制度：特定許可使用者（一定の数量以上の放射性同位元素を使用す
る者）等（施設検査・定期検査の対象者）の放射線の測定の記録、使用の帳
簿を定期的に確認する制度。

（６）定期講習の対象及び期間
昨年６月に公布された放射線障害防止法一部改正法において新設された定期講

習制度に関して講習を受けなければいけない対象者と期間を定める。

○対象者：許可届出使用者
許可廃棄業者
届出販売業者、届出賃貸業者（表示付特定認証機器のみを販売又は賃
貸する者並びに放射性同位元素等の事業所の外における運搬及び運搬
の委託を行わない者を除く ）。

○期 間：放射線取扱主任者に選任されたときから１年以内



9

※放射線取扱主任者に選任される前１年以内に定期講習を受けた者
を除く。

定期講習を受けた日から３年以内
※届出販売業者及び届出賃貸業者にあっては５年以内

※定期講習制度：許可届出事業者が選任した放射線取扱主任者が定期的に講習を
受講する制度

⑤規制の必要性 放射性同位元素の規制対象下限値の変更（国際原子力機関（IAEA）等が定めた国際
標準に準拠するものへの変更）に伴う規制の合理化等を行うために改正した放射線障
害防止法を施行するため、所要の規定の整備を行うもの。

⑥規制の便益分 （１）医療分野における規制の合理化
析（リスク分 1)医薬品の原料又は材料を放射線障害防止法の対象から除外することにより、同法
析を含む） と薬事法の二重規制を解消することができる。

（受益者：放射性医薬品製造事業所３事業所、このほか海外からの放射性医薬品輸
入事業者も放射線障害防止法の許可が不要となる ）。

2)治験薬、院内製剤の人への投与について、放射線障害防止法から除外し、医療法
での関係規定を整備することにより、医療法の下で一元的に規制を受けることと
なる。なお、医療法では、現在、診療用放射性同位元素について、国の許可制で
はなく、都道府県知事への届出により規制している （今回の改正の施行は、医療。
法で関係規定が整備された後に行うこととする ）。
放射性物質を用いた治験は、放射性医薬品のみならず、一般の医薬品の開発に

おいても、薬物の人体中の挙動を知るために有効である。放射性物質を用いた治
、 、 、 。験は 我が国の企業が必要とするものであっても 現在 外国で実施されている

企業の動向、関係法令の規定整備等次第では、我が国における治験の増加が期待
される。
今回の改正により、放射性医薬品を含め、医療目的での放射性物質の人への投与

については、放射線障害防止法では規制せず、医療法による規制に一元化されるこ
ととなる。これにより、放射線障害防止法と医薬関係法令の役割の区分が明確化す
る （潜在的事業者：医療機関約800事業所）。

（２）放射性同位元素等の移動使用の対象と使用目的の追加
移動使用の目的として「物の組成の調査」を追加することにより、蛍光Ｘ線分析

装置を許可を要さずに移動して使用できることが法令上明確になり、放射線の利用
の多様化に対応することができる。また、移動使用できる放射性同位元素の数量を
拡大することにより、非破壊検査について、検査に要する時間の短縮や線源の調達
のための平均コストが低減すること、さらには海外で使用されている検査用の機器
の利用が可能となることから、事業者の負担を軽減することができる。
また、従来は届出による移動使用が認められていなかった放射線発生装置につい

て、今回、届出により移動使用できる対象として追加することにより、地下検層等
の放射線利用の多様化に対応することができる。
（ （ ） ）受益者：約５０事業所 非破壊検査事業者 非破壊検査件数年間約２０００件

（３）特定設計認証制度の対象となる放射性同位元素装備機器の指定
昨年６月に公布された放射線障害防止法一部改正法により放射性同位元素の規制

対象下限値を変更したことにより、以下の参考に示すような放射性同位元素の数量
の少ない放射性同位元素装備機器が新たに規制対象となる。
これらは社会で広く利用されていることから、これらの機器を新設された特定設

計認証制度の対象として指定することにより、放射線利用の安全性を損なうことな
く、新たに規制の対象となった当該機器を使用する個々の使用者の法的義務を最低
限に留めることができるという大きな便益がある。
これらの放射性同位元素装備機器で製造業者等が特定設計認証を取得したものに

ついては、使用者及び販売業者は、機器の廃棄については留意する必要があるもの
の、国へ届出を行う必要もなく、他の一般の放射性同位元素の使用者に課されてい

、 、 、る使用等の帳簿の作成 放射線等の測定 定期的な健康診断の実施や国への報告等
種々の放射線障害防止法上の義務の適用がなくなるため、使用者等の負担が大幅に
軽減されるものである。

（参考：国内使用台数（概数 ））
煙感知器：数百万台
レーダー受信部切替放電管：10,000台
集電式電位測定器：4,000台
熱粒子化式センサ：5,000台

（４）施設検査、定期検査の対象の見直し等
施設検査及び定期検査の対象の見直しは、最新の科学的知見に基づいて、検査対
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象を適正化するものであり、規制の一層の合理化が図られるという便益がある。
、 、 、特に 今回の密封された放射性同位元素に関する検査対象の見直しにより 最近

国際原子力機関（IAEA）が定めた放射線源の安全上の分類において最も潜在的な危
険性が大きいとされるカテゴリー１に分類される機器等が検査対象となる。このこ
とにより、事故等による放射線障害等の潜在的リスクを低減することができる。

（５）定期確認の期間
近年の事故の事例においては、施設・設備の不備（ハード面）を原因とするもの

ではなく、ずさんな管理、誤操作等（ソフト面）に起因しているものが約８割を占
めている。このため、従来の施設検査、定期検査（ハード面の検査）に加え、新た
に安全管理の状況（ソフト面）を確認する制度を創設したものである。この定期確
認により事業者の意識の向上を含めた安全管理の向上が期待される。

（６）定期講習の対象及び期間
現在、放射線取扱主任者の資質の維持・向上は、各放射線取扱主任者の自発的な

研鑽に委ねられている。放射線取扱主任者は、事業所における放射性同位元素等の
取扱いの管理・監督を行う指導的な立場の者であり、この者の資質は、放射線利用
の安全性の向上・低下に多大な影響を及ぼす。この重要な役割を果たす放射線取扱
主任者の資質の維持・向上について、個人の自発的な研鑽のみに期待するのではな
く、制度として位置づけることにより、能力の維持・向上を図ることができる。
講習の内容は、最近の事故事例から得られた知見や法令改正に伴う実務上の適用

例の知見等について各々の放射線取扱主任者が理解を深めることができるものとな
っている。

⑦規制の費用分 （１）医療分野における規制の合理化
析（規制実施 （行政コスト）
による行政コ 放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律の適用対象から除外するこ
スト、遵守コ とにより、規制対象となる事業所が減少し、許可審査、施設検査、定期検査等に必
スト、社会コ 要なコストの減少が期待される。
スト等）

（遵守コスト）
薬事法との二重規制及び新たに放射線障害防止法から移管されることとなる事業

者の尊守コストは、薬事法との二重規制となっている事業者については放射線障害
防止法における手続き等に係る人件費等が解消されることとなるが、その他のコス
ト（施設の技術基準の遵守のためのコスト等）については現状でも同様な基準が二
重で課されていることから、放射線障害防止法の適用がなくなったとしても、今ま
でと変わらないものと考えられる。
治験薬の人への投与を行う医療機関については、放射線障害防止法の許可を要し

ないことに伴うコストの低減が考えられる。医療機関における院内製剤の人への投
与については、放射線障害防止法の許可を要しないものの、院内での薬剤の製造に
放射線発生装置又は放射性同位元素を使用する場合には、引き続き放射線障害防止
法の許可が必要となるため、放射線障害防止法について、全体としては遵守コスト
は変わらないものと考えられる。

（社会コスト）
事業者が規制を受ける根拠となる法令の変更（移管）であるため、社会が新たな

コストを負担するものではない。また、規制の内容が変更されるものではないこと
から放射線利用に係る安全性は維持されるため、事故等による周辺住民への影響等
の潜在的リスクとしての社会的コストに変更はない。

（２）放射性同位元素等の移動使用の対象と使用目的の追加
（行政コスト）

移動使用について、許可を要さず、届出のみで足りるため、審査等は要しない。
したがって、対象機器が拡大し、届出件数が増加したとしても、人件費等のコスト
の上昇はないと考えられる。

（遵守コスト）
新たに、移動使用に当たって、放射線取扱主任者免状を有する者（以下「有資格

者」という ）の指示の下で行うことを義務付けたため、一定数の有資格者を確保す。
る必要があり、人件費の上昇の可能性がある （この人件費の上昇は、既に社内に選。
任はされていないが有資格者が多数いる場合、新たに外部から有資格者を雇用する
場合、従業員を有資格者に養成する場合など多様な場合が想定されるため定量的な
評価はできないが、今回の改正では、経過措置として、当分の間は従来から使用さ
れている370GBq以下の放射性同位元素については、第３種放射線取扱主任者免状を
有する者（講習のみで取得可能）又はガンマ線透過写真撮影作業主任者（現在も労
働安全衛生法法により配置）の指示でもよいこととするため、現在移動使用に用い
ている機器の使用に係る人件費については、ほぼコスト上昇はないものと考えられ
る ）。
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また、放射性同位元素装備機器については、線源の脱落防止機構の装備を義務づ
けるが、400GBq上の機器が対象であり、現在許可を要しない移動使用に使われてい
る370GBq以下の機器についてはコストの上昇はない。

（社会コスト）
移動使用の対象と使用の目的を追加・新設するものであり、これにより、新たな

社会的なコストの上昇は考えられない。
また 、今回、移動使用できる放射性同位元素の数量の拡大及び放射線発生装置の、

移動使用を可能とすることにより移動使用中に放射線障害が発生する潜在的リスク
が増加するとの指摘もあるが、今回の改正は、簡素な手続きを適用できる範囲を拡
大するのみであり、管理区域の設定や放射線管理等の安全確保の措置は、従来どお
り義務付けられる。さらに、今回新たに線源の脱落防止機構を備えること、移動使
用は放射線取扱主任者免状を有する者等の指示の下で行わなければならないことと
することとしており、法的義務を新設し、取扱いに対する安全性の確保のための措
置を強化していることから、放射線利用の安全性の観点から、事故等による周辺住
民への影響等の潜在的リスクとしての社会的コストは、従来から使用されている370
GBq以下の機器については低減し、新たに届出により移動使用できることとなる機器
については現在と同等であると考えられる。

（３）特定設計認証制度の対象となる放射性同位元素装備機器の指定
（行政コスト）

特定設計認証制度の実施により、個々の設計に対する審査業務が新たに発生する
が、昨年６月に公布された放射線障害防止法一部改正法により、登録認証機関制度
が導入されており、実際の審査業務は当該機関に委ねることとしているため審査の
ための直接的な行政コストの上昇はないと考えられる （登録認証機関は関係法令及。
び文部科学大臣の認可を受けた「設計認証業務規程」に基づき、申請者から手数料
を徴収して審査業務を実施するものであり、経理的に国と独立している。国からの
審査のための委託費あるいは役務費等の直接的な行政コストは発生しない ）。

（遵守コスト）
特定設計認証制度の実施により、製造業者等が個々の設計について、特定設計認

証を取得するための新たなコストが発生する。しかしながら、特定設計認証の登録
認証機関への申請に伴う手数料は、登録認証機関が国の認可を受けて定めることと
なっており、登録機関制度により、複数の機関の参入が可能であるため、手数料が
不当に高いものに硬直化することはないと考えている。
なお、特定設計認証を受けた機器の廃棄については、放射線障害防止法の許可届

出使用者、許可廃棄業者への委託を求めることとしている。規制対象ではない現在
も製造者等による自主的な回収が行われているものであり、大きなコスト増をもた
らすものではない。

（社会コスト）
特定設計認証制度の実施により、従来から使用されている放射性同位元素の数量

の少ない放射性同位元素装備機器が、安全性が損なわれることなく、引き続き使用
できるものであるので、新たな社会的コストは発生しない。

（４）施設検査、定期検査の対象の見直し等
（行政コスト）

上述の登録認証機関と同様に、実際の検査業務は、登録検査機関に委ねることと
しているため直接的な行政コストの上昇はないと考えられる。
なお、登録検査機関は、対象事業者からの手数料の徴収により運営するものであ

り、国と経理的に独立している。定期検査業務に関する国からの委託費、役務費の
支出も予定されていない。

（遵守コスト）
新たに検査の対象となる事業者の検査のためのコストは増加する。施設検査、定

期検査の１回当たりの手数料は、国が直接検査を実施した場合の現行の手数料に照
らせば、２５万円程度となる。登録検査機関制度では複数の機関の参入が可能であ
るため、手数料の適時の見直しや定期確認と同時に受ける場合等の弾力的な料金設
定が想定される。これらにより、実際の手数料は適正な価格に収束していくものと
考えられる。
今後検査の対象でなくなる事業者は、施設検査、定期検査に係るコストが解消さ

れることとなる。

○密封された放射性同位元素について、従来検査対象ではなく、新たに検査対象と
なる放射性同位元素を使用している使用者 約 事業所40

○密封されていない放射性同位元素について、従来検査対象ではなく、新たに検査
対象となる貯蔵能力を有している使用者 約 事業所140

○従来検査対象であり、改正後は検査対象ではない貯蔵能力等の使用者 約 事業40
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者

（社会コスト）
、 、検査対象の見直しに係る変更であり 手数料は事業者が負担するものであるため

、 。 、 、これにより 新たな社会コストは生じないものと考えられる また 検査の対象を
国際原子力機関（IAEA）が定めた放射線源の安全上の分類に基づいて適正化するも
のであることから、安全上重要な施設に対して検査が実施されることとなり、放射
線利用の安全性が向上し、事故等による周辺住民への影響等の潜在的リスクとして
の社会的コストが低減することとなる。

（５）定期確認の期間
（行政コスト）

前述の登録認証機関と同様に、実際の確認業務は、登録定期確認機関に委ねるこ
ととしているため直接的な行政コストの上昇はないと考えられる。
なお、登録定期確認機関は、対象事業者からの手数料の徴収により運営するもの

であり、国と経理的に独立している。定期確認業務に関する国からの委託費、役務
費の支出も予定されていない。

（尊守コスト）
定期確認制度の新設により確認の対象となる事業者（約１１００事業所）のコス

トが増加する。国が確認を実施する場合、定期確認１回あたり、定期検査と同程度
の遵守コストが発生すると想定される。ただし、施設検査、定期検査と同様に登録
定期確認機関の制度を設けており、これらの機関が認可を受けて設定した手数料に
よる実施が想定されており、複数機関の参入が可能であるため、手数料が不当に高
いものに硬直化されることはないと考えられる。また、定期確認を受けなければな
らない期間を上記の定期検査と同じ期間に設定したことにより、同時に定期確認を
受けることが可能となることから、現場に定期確認員が赴く交通費等のコストの削
減が行われコストの増加は必要最小限にとどめられている。

（社会コスト）
事業者の定期確認の期間の設定に関することであるため、これにより直接的な新

たな社会コストは生じないものと考えられる。また、事業者の安全管理を定期的に
確認することによって放射線利用に係る安全性が向上し、事故等による周辺住民へ
の影響等の潜在的リスクとしての社会的コストが低減することとなる。

（６）定期講習の対象及び期間
（行政コスト）

前述の登録認証機関と同様に、実際の定期講習の実施については、登録定期講習
機関に委ねることとしているため直接的な行政コストの上昇はないと考えられる。
なお、登録定期講習機関は、受講者からの受講料の徴収により運営するものであ

り、国と経理的に独立している。定期講習業務に関する国からの委託費、役務費の
支出も予定されていない。

（遵守コスト）
事業者の放射線取扱主任者に対する定期講習に係るコストが増加するが、事業者

に過大な負担を課さないよう、時間、金額ともに必要最小限となるようおさえるこ
とを予定している。前述の施設検査、定期検査と同様に登録定期講習機関の制度を
設けていることから、複数機関の参入が可能であるため、受講料が不当に高いもの
に硬直化されることはないと考えられる。
また、期間としては、３年又は５年に１度受講することを義務つけるものである

が、一方、定期講習によって得ることができるものは、最近の事故事例から得られ
た知見や法令改正に伴う実務上の適用例の知見等であり、各々の事業者が自身の放
射線利用の安全性の向上や、取扱いの実務に関する合理化等に活かせるものである
ため、事業者に過大な負担となるものとは考えられない。

（社会コスト）
事業者の講習の受講に関する制度であるため、これにより新たな社会コストは生

じないものと考えられる。また、放射線取扱主任者の資質の維持・向上を図ること
により放射線利用に係る安全性が向上し、事故等による周辺住民への影響等の潜在
的リスクとしての社会的コストが低減することとなる。

上記⑥及び⑦の便益・費用を総合的に勘案すれば、便益が明らかに優位であり、ま
、 、（ ） （ ）た 新たに生じる費用も必要最小限のものであると考えられることから １ から ６

までの規制の新設・変更等を導入することが合理的と判断している。

⑧想定できる代 （１）医療分野における規制の合理化
替手段との比 代替手段としては、現行制度の維持が考えられるが、本制度改正は一定の便益が
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較考量 期待される一方、費用面では少なくても現行より上昇することがない。一方、現行
制度が維持された場合、費用面では変わらないが、制度改正による便益が得られな
いこととなる。そのため、医療分野における規制の合理化をすることは妥当と判断
した。

（２）放射性同位元素等の移動使用の対象と使用目的の追加
代替手段としては、現行制度の維持があるが、現行制度を維持する場合には遵守

コストが発生しない一方、今回改正案のとおり移動使用の対象を拡大して、同時に
安全のための措置を講じる場合には、非破壊検査等の事業の効率化や安全性の向上
という便益が期待できる。それに伴うコストも、現在移動使用に使われている機器
については当分の間は、より簡便な措置を講じれば良いこととされており、実質的
に現行制度の維持の場合と、それほど差異がないものと考えられる。そのため、移
動使用の対象を拡大と安全のための措置を同時に講じることが妥当と判断した。

（３）特定設計認証制度の対象となる放射性同位元素装備機器の指定
特定設計認証制度の代替手段としては、今回放射線障害防止法施行令において放

射性同位元素装備機器の指定を行わないことにより、昨年６月に公布された放射線
障害防止法一部改正法よって取り入れられた特定設計認証制度の規定を実質的に空
文化させ、新たに規制対象となる機器についても、現行の規制を全て適用させ他の
放射性同位元素装備機器と同様の法的義務を課す手段があり得る （そもそもそうし。
た選択肢は、昨年６月の法律改正の主旨に反するため選択し得ない ）その場合、個。
々の使用者は届出等の行政手続きを行い、使用に際しては帳簿を作成しなければな
らない等の利便性が低下するばかりでなく、放射線障害防止法を遵守するために必
要な知見を得る必要が生じるため、大きな負担を要することとなり、社会的混乱を
招くおそれがあるという点で問題がある。
特定設計認証制度は、放射線利用の安全性を損なうことなく、同時に個々の使用

者の利便性も損なわないで、従来どおり放射性同位元素装備機器を使用できるよう
にするため導入された制度である。
今回の放射線障害防止法施行令の改正において、当該制度の主旨を貫徹して、放

射性同位元素装備機器の指定を行うことで、適切に特定設計認証制度の運用が行わ
れていくものであり、その便益は非常に大きいものである。
以上から当該制度を適切に履行するため具体的機器の指定をすることが妥当と判

断した。

今後、今回指定する対象機器以外の機器についても指定をすることについては、
次のとおり考える。
今回指定する特定設計認証の対象機器は、いずれもアメリシウム241という同位元

素を用いる機器である。アメリシウム241から発生するアルファ線（放射線の一種）
は、透過力が弱く、紙１枚で遮へいできる。このため、人体への影響については、
体外にある同位元素から発生する放射線ではなく、同位元素を体内に取り込んだと
きの放射線に注意すべきものである。固体状で機器に装備されている状態では、体
内に取り込まれる危険性はほとんど考えられない。アメリシウム241からは、ガンマ
線（放射線の一種）も発生するが、対象とした機器から発生するガンマ線について
は、その近くにいる人に与える影響は無視できるほど小さいものである。また、こ
れらの機器の線源は、装置に内蔵されており、使用者が線源そのものを取り扱うと
いうものではない。このようにアメリシウム241を使用している放射性同位元素装備
機器の危険性は高くはないことから、アメリシウム241を使用する主要な機器につい
て、今回の指定対象機器としたものである。
特定設計認証の対象機器となっているアメリシウム241を使用する放射性同位元素

装備機器以外の機器の利用に対しては、昨年６月公布の放射線障害防止法一部改正
法において、設計認証の制度を設けている。この制度は、対象機器を限定せず、認
証を受けることができることとしている。具体的には、次のとおりである。機器製
造者等は、機器の通常の使用に伴い、受ける放射線の量がわずかであること等につ
いて認証を受けることができる。この認証を受けた機器の使用者は、使用開始後に
届出を要するものの、取扱説明書に記載された認証条件に従って使用することで、

。一般の放射性同位元素の使用者に課されている義務のうち多くのものが課されない
、 、特定設計認証の対象機器以外の機器については このような制度が用意されており

リスクの小さい機器については、合理的に使用できる制度となっていることから、
今回指定する対象機器以外の放射性同位元素装備機器の使用についても、安全性を
損なうことなく、使用者の利便性にある程度配慮した措置も講じられているが、今
後、今回指定する対象機器以外の機器についても、特定設計認証の対象とすること
が望ましいとの検討がされれば、告示により将来的な指定の追加も可能な規定とな
っている。
以上のことから今回の指定は妥当なものと考えられる。

（４）施設検査、定期検査の対象の見直し等
代替手段としては、現行制度の維持があるが、この場合、国際的な最新の科学的

知見に基づいて、機器等の危険性に相応した検査対象の設定がなされていないこと
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となり、数量の小さな機器のみを多数使用している者が検査対象となるなど個々の
事業者によっては不当に厳しい規制が課され無駄なコストを強いることとなるおそ
れがある。
一方、検査対象を見直した場合、新たに検査対象となる事業者はコストが発生す

るが、このコストは使用している放射性同位元素の潜在的危険性に応じた安全性の
確保のための必要的コストであると考えられる。
以上から、検査の対象を見直さないで、現行制度のままとすることにより、得ら

れる便益は無く、現状の規制の合理性の確保の観点から見直しを行うことが必要と
考えられる。
また、検査対象を見直すことで、比較的危険性の高い事業所が検査の対象となる

ことから、放射線利用の安全性が向上し、事故等による周辺住民への影響等の潜在
的リスクとしての社会的コストが低減することからも、検査対象の見直しをするこ
とは妥当であると判断した。

（５）定期確認の期間
代替手段としては、より長期に期間を設定することが考えられるが、昨今の放射

線利用に係る事故の事例では、施設自体の健全性（ハード面）に起因したものより
、 （ ） 、も ずさんな管理など取扱い ソフト面 の安全性に起因したものが増加しており

このことからより頻繁に個々の事業者の取扱いについて、その遵守状況を確認する
ことが必要と考えられる。他方、個々の事業者に対して定期検査（ハード面）が実
施されている現状から、これと同時に定期確認が行えるよう期間を設定することに
より、定期確認のためのコストがおさえられ、より少ないコストで効果的に安全性
の確保が図られると考えられるため、定期検査と同じ期間とすることが妥当と判断
した。

（６）定期講習の対象及び期間
代替手段としては、現状のように放射線取扱主任者の資質の維持・向上について

は、各放射線取扱主任者の自発的な研鑽に委ねることで、特段制度化をしないとい
う方法が考えられるが、放射線取扱主任者は放射性同位元素等の取扱いの管理・監
督を行う指導的な立場の者であり、この者の資質は、放射線利用の安全性の向上・
低下に多大な影響を及ぼすため、これは個人の自発的な研鑽のみに委ねる性格のも
のではなく、制度として位置づけることにより、放射線利用の安全性を確保し、社
会リスクの軽減を図るべきものであると考えられる。
受講期間について異なる設定とする代替案については、次のとおり考える。より

長期に設定した場合、期間が空きすぎることにより、事業者及び放射線取扱主任者
の意識の向上についての効果が小さいと考えられる。また、より短期に設定した場
合、事故や法令の適用等に関して多数の事業者に参考となる新たな事例の蓄積が少
なく、結果として同内容の講義を続けて受講することになりかねない。これらに鑑
み、今回の改正内容の期間とした。
定期講習制度の新設により事業者は放射線取扱主任者を講習へ参加させるための

新たなコストが発生するが、講習の対象となる放射線取扱主任者は実際に放射性同
位元素を取扱う事業者にのみ限定しており、かつその期間は、必要最低限となるよ
う設定されていることから、社会全体の放射線利用の安全性の向上という便益と比
較して、これらは安全確保のための必要的コストであると考えられることから、当
該制度を導入することは妥当と判断した。

⑨規制を見直す 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法 ⑩レビューを行う時期
条件 律については、法施行後１０年以内に、放射性同位元

素及び放射線発生装置に係る規制のあり方について、 放射性同位元素等による放射
その時点における科学的知見、同法の施行状況等を勘 線障害の防止に関する法律の
案し、同法の規定に検討を加え、その結果に基づいて 施行後１０年以内
必要な措置を講じることとされており、その中で、同
法施行令及び同法施行規則の規定についても検討が加
えられる。

⑪備考



【便益】 【コスト・懸念】《対応策》

・一部の販売・賃貸業者を除き、放射線取扱主任
者に受けさせなければいけない講習の受講期
間を定める。

・事業者の測定の記録、使用の帳簿の確認の期
間を施設の検査の期間と同じ期間に設定する。

・国際機関の機器の分類、規制対象下限値の変
更を踏まえ、検査対象を見直し。

・認証を受けた機器の使用の義務を簡素化する
対象に煙感知器等を指定。

・許可を要さず届出で移動使用できる範囲を拡
大。

・医薬品の原材料、治験薬、院内製剤を規制対
象から除外。

放射線障害防止法施行令及び同法施行規則の一部改正

①医療分野における規制の合理化

②移動使用の対象と使用目的の追加

③特定設計認証制度の対象機器の指定

④施設検査・定期検査の対象の見直し

⑤定期確認の期間

⑥定期講習の対象及び期間

【対象者概数】

・二重規制の改善
・国内での治験の増加

・放射線利用の多様化
・作業時間の多様化

・法的義務を最低限にし
た合理的かつ利便性を
損なわない利用

・より合理的な根拠によ
る検査対象の選定
・潜在的危険性の大きな
機器を網羅的に検査

・ソフト面の安全管理の
意識向上、徹底
・定期検査との同時実施
が可能

・安全管理の意識向上、
徹底
・事故の教訓、法令の運
用の周知

・薬事法等による同等の安
全確保

・管理区域の設定等従来
の安全確保策
・追加的な安全確保策（線
源の脱落防止機能、放射
線取扱主任者免状所有
者の指示）

・設計・使用条件・品質検
査体制の認証による安全
確保
・認証機関に複数機関が
参入できる登録機関制

・対象事業者の手数料
・検査機関に複数機関が参
入できる登録機関制

・検査機関に複数機関が
参入できる登録機関制
・定期検査との同時実施に
よる手数料の軽減等を期
待

・事業者の受講料
・講習機関に複数機関が参
入できる登録機関制

＞＞

＞＞

＞＞

＞＞

＞＞

＞＞

製薬事業所 3
医療機関 800
他に医薬品輸入
事業者

非破壊検査
事業者 50
年間件数 2000

煙感知器
数百万台

切替放電管
10000台

有害ガス測定器
4000台

静電気測定器
5000台

定期検査対象
従来 1100
新規対象 180
対象除外 40
定期確認は新設
対象は検査と
同じ

主任者数 5000

現行法の対象
事業所数 4800

15
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①規制の名称 高等学校における学校外の学修等の単位認定数の拡大等
（法令名） （学校教育法施行規則第６３条の５等）

②主管課及び 初等中等教育局初等中等教育企画課（課長：前川 喜平）
関係課
(課長名)

③施策目標及び 施策目標２－１ 確かな学力の育成
達成目標

施策目標２－３ 信頼される学校づくり

④規制の概要 （１）高等学校等における学校外学修の認定可能単位数拡大
学校教育法施行規則第６３条の５を改正し、学校外の学修等により高等学校の単位

として認定できる単位数の上限を、２０単位から３６単位に拡大する。

（２）高等学校卒業程度認定試験合格科目の単位認定の対象の拡大
学校教育法施行規則に、新たに、高等学校卒業程度認定試験の合格科目（入学前に

合格した科目を含む）について単位認定することができる旨規定する。

⑤規制の必要性 （１）高等学校等における学校外学修の認定可能単位数拡大
高等学校等の生徒が行う他の高等学校や大学等における学校外の学修について単

位認定できる単位数の上限を緩和することにより、自校には設けられていない科目
の履修による生徒の選択幅の拡大を促し、もって、多様化する生徒の興味・関心、

、 。能力・適性 進路等にきめ細かく対応できる学校づくりの推進に資するものである
本件に関しては、現在、構造改革特別区域における特定事業（８０４「高等学校

等における学校外学修の認定可能単位数拡大事業 ）において、上限を２０単位から」
３６単位に拡大しているが 「特区において講じられた規制の特例措置の評価及び今、
後の政府の対応方針（平成１６年９月１０日 」において、本特定事業について平成）
１６年度中に全国化を措置することとされている。

（２）高等学校卒業程度認定試験合格科目の単位認定の対象の拡大
生徒の能力・適性・興味・関心等の多様化の実態を踏まえ、生徒に目標を与えて

意欲を喚起したり、学校生活にうまく適応できない生徒への対応が課題となってい
る。現在、定時制・通信制においては、勤労青年の負担軽減を図る観点から大学入
学資格検定の受験及び合格科目の単位認定が認められており，全日制においても高
等学校卒業程度認定試験の合格科目の単位認定を可能とし，同試験を活用すること
により，これらの課題解決に資するものである。
本件については、中央教育審議会答申において 「全日制高等学校においても高等、
学校卒業程度認定試験の活用及び合格科目の単位認定をすべき」旨の提言がされて
いる。

⑥規制の便益分 （１）高等学校等における学校外学修の認定可能単位数拡大
析（リスク分 ・ 高等学校の生徒の能力・適性、興味・関心等の多様化の実態を踏まえた、学習の
析を含む） 選択幅が拡大されるとともに、自ら学ぶ意欲の向上が期待される。

・ 各高等学校の裁量が拡大されることから、特色ある学校づくりに寄与できる。
・ 単位認定の対象となる学修が学校の管理を離れた場所で行われるものであること
から、必ずしも当初学校が意図した成果を上げられないというリスクが懸念される
が、現行の特区についての特定事業でもこのような支障が生じた例は報告されてお
らず、リスクの増大はないものと考えられる。

（２）高等学校卒業程度認定試験合格科目の単位認定の対象の拡大
生徒の能力・適性・興味・関心等の多様化の実態を踏まえ、生徒に目標を与えて・

意欲を喚起したり、学校生活にうまく適応できない生徒への対応等の点で効果が期
待される。
・ 各高等学校の裁量が拡大されることから、特色ある学校づくりに寄与できる。
・ 現行、定時制・通信制においては、大学入学資格検定の合格科目を高等学校の科
目の単位として認定することが可能となっているが、これまでに支障が生じた例は
報告されておらず、リスクの増大はないものと考えられる。

⑦規制の費用分 以下のようなコストが見込まれる。
析（規制実施
による行政コ （１）高等学校等における学校外学修の認定可能単位数拡大
スト、遵守コ ・行政コスト
スト、社会コ 高等学校における学校外の学修等の単位認定数の拡大は、現状の体制で対応してい
スト等） るため、制度設計・維持経費・制度運営のための人件費等は現状と同程度と考えられ

る。
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・遵守コスト
今回の措置は，生徒の学校外での学修の成果を認定できる枠を拡大するものである

ことから，本制度の活用については学校や生徒の判断となる。このため，今回の措置
によって，対象者すべてのコストが上昇することはないが，現行以上に学校外での学

， ， ， 。修を実施する場合には その内容によっては 例えば 次のようなコストが発生する
○生徒が他の高等学校等に通う際の交通費
○生徒が他の高等学校等において単位認定を受ける教科・科目の授業料

・社会コスト
学校外学修等の場として，生徒を受け入れる機関等の負担が考えられるが、今回の
， ，措置は 生徒の学校外での学修の成果を認定できる枠を拡大するものであることから

社会全体に影響を与えるものではなく，社会コストは上昇しないものと考える。

なお、今回の規制の緩和は、高等学校長の裁量の幅の拡大を図るものでもあり、上
記⑥及び⑦の便益・費用を総合的に勘案した上で、高等学校における学校外の学修等
の単位認定数を拡大することが適当とした。

（２）高等学校卒業程度認定試験合格科目の単位認定の対象の拡大
・行政コスト
現行、定時制・通信制における大学入学資格検定合格科目の単位認定について、現

状の体制で対応しているため、制度設計・維持経費・制度運営のための人件費等は現
状と同程度と考えられる。

・遵守コスト
今回の措置は，高等学校卒業程度認定試験の合格科目を単位認定できる対象を拡大

するものであることから，本制度の活用については学校や生徒の判断となる。このた
め，今回の措置によって，対象者すべてのコストが上昇することはないが，同試験を
受験する場合には，例えば，次のようなコストが発生する。
○高等学校卒業程度認定試験の受験料

７科目以上： 円、４～６科目： 円，３科目以下： 円8000 6000 4000
○高等学校卒業認定試験合格者等に対する合格証明書交付料等 円250

・社会コスト
今回の措置は，高等学校卒業程度認定試験の合格科目を単位認定できる対象を拡大

するものであることから，社会全体に影響を与えるものではなく，社会コストは上昇
しないものと考える。

、 、 、 、なお 今回の規制の緩和は 高等学校長の権限の拡大 弾力化を図るものでもあり
上記⑥及び⑦の便益・費用を総合的に勘案した上で、高等学校卒業程度認定試験の合
格科目を単位認定できる対象を拡大することが適当とした。

⑧想定できる代 代替手段としては、現行制度の維持(高等学校における学校外学修等における単位認
替手段との比 定数の維持等)があるが、生徒の多様化等に対応した、よりきめ細かな教育を行うため
較考量 には、多様な学修の成果を評価できる仕組の拡大を図ることが有効と判断した。

⑨規制を見直す 実績評価書等文部科学省で実施している政策評価により ⑩レビューを行う時期、
条件 適宜必要に応じて見直すこととする。

平成２１年

⑪備考 〔法令等の制定時期：平成１７年３月〕



高等学校における学校外の学修等の単位認定数の拡大等

○趣旨
高等学校の生徒の多様化等に対応し、学校が地域や生徒のニーズに応じた
特色ある教育を一層進める

○趣旨
高等学校の生徒の多様化等に対応し、学校が地域や生徒のニーズに応じた
特色ある教育を一層進める

学校外の学修について単位認定
できる単位数は２０単位

構造改革特別区域において単位
認定できる単位数は３６単位

平成１６年度中に全国化
（政府対応方針平成１６年９月決定）

学校外の学修について単位認定
できる単位数は２０単位

構造改革特別区域において単位
認定できる単位数は３６単位

平成１６年度中に全国化
（政府対応方針平成１６年９月決定）

【高等学校等における学校外
学修の認定可能単位数拡大】

大学入学資格検定を高等学校
卒業程度認定試験に見直し

受験資格をこれまでの定時制・
通信制から全日制にも拡大

合格科目を単位認定できる制度を
全日制にも拡大

大学入学資格検定を高等学校
卒業程度認定試験に見直し

受験資格をこれまでの定時制・
通信制から全日制にも拡大

合格科目を単位認定できる制度を
全日制にも拡大

【高等学校卒業程度認定試験合格
科目の単位認定の対象の拡大】

○施行日：平成１７年４月１日
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